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○

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
範
囲
）

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
範
囲
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

と
い
う
。
）
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸

表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
十
七
第
一
項
第
十
号
（
中
間
財
務
諸
表
等

表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
十
七
第
一
項
第
十
号
（
中
間
財
務
諸
表
等

の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第

の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第

三
十
八
号
。
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
に
お

三
十
八
号
。
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
四

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
四

半
期
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
、
連
結
財
務

半
期
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
、
連
結
財
務

諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省

諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省

令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
十

令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
十

二
第
一
項
第
十
一
号
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

二
第
一
項
第
十
一
号
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
中
間
連
結
財
務

関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
中
間
連
結
財
務

諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

）
及
び
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則

（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
注
記
を
除
く
。
）

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
注
記
を
除
く
。
）

と
す
る
。

と
す
る
。
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一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証

七

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証

券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
の
う
ち
、
最
近
事
業
年
度

券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

等
及
び
そ
の
直
前
事
業
年
度
等
に
係
る
も
の

「
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
最
近
事
業
年
度
等
及
び
そ
の
直
前
事
業
年

度
等
に
係
る
も
の
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報

告
書
に
含
ま
れ
る
当
該
直
前
事
業
年
度
等
に
係
る
書
類
の
う
ち
、
従
前
に
お

い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
書
類
と

同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

八

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証

八

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証

券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
連
結
財
務
諸
表

券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
連
結
財
務
諸
表
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
最
近
の
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務

諸
表
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
会
計
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
直
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い

て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
連
結
財
務

諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

九
～
十
七

（
略
）

九
～
十
七

（
略
）

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
）

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
）

第
四
条

前
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ

第
四
条

前
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ

ー
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

ー
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
簡
潔
明
瞭
に
記
載
し
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
代
表
者
が

項
を
簡
潔
明
瞭
に
記
載
し
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
代
表
者
が

作
成
の
年
月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら

作
成
の
年
月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
四

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
四

半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
が
監
査
法
人
の
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
が
監
査
法
人
の
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

監
査
法
人
の
代
表
者
の
ほ
か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業
務
を
執
行
し
た
社
員

監
査
法
人
の
代
表
者
の
ほ
か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業
務
を
執
行
し
た
社
員

（
以
下
「
業
務
執
行
社
員
」
と
い
う
。
）
が
、
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を

（
以
下
「
業
務
執
行
社
員
」
と
い
う
。
）
が
、
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を

押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
証
明
（
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四

押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
証
明
（
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四

条
の
十
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
証
明
を
い
う
。
）
又
は
特
定
証
明
（
同

条
の
十
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
証
明
を
い
う
。
）
又
は
特
定
証
明
（
同

法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
証
明
を
い
う
。
）
で
あ
る

法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
証
明
を
い
う
。
）
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
指
定
証
明
に
係
る
指
定
社
員
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第

と
き
は
、
当
該
指
定
証
明
に
係
る
指
定
社
員
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第

二
項
に
規
定
す
る
指
定
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
特
定
証
明
に

二
項
に
規
定
す
る
指
定
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
特
定
証
明
に

係
る
指
定
有
限
責
任
社
員
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る

係
る
指
定
有
限
責
任
社
員
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る

指
定
有
限
責
任
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
業
務
執
行
社
員
が
作
成

指
定
有
限
責
任
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
業
務
執
行
社
員
が
作
成

の
年
月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
年
月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

監
査
報
告
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

監
査
報
告
書

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

(

略)

イ

(

略)

ロ

経
営
者
の
責
任

ロ

実
施
し
た
監
査
の
概
要

ハ

監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任

（
新
設
）

ニ
～
へ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
監
査
の
対
象
は
、
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸

２

前
項
第
一
号
イ
に
定
め
る
監
査
の
対
象
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記

表
等
の
範
囲
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
の
範
囲

（
削
る
）

二

財
務
諸
表
等
の
作
成
責
任
は
経
営
者
に
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

三

監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
独
立
の
立
場
か
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ら
財
務
諸
表
等
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

３

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
経
営
者
の
責
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

３

第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
監
査
の
概
要
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
で
き
な
か
つ
た

一

財
務
諸
表
等
の
作
成
責
任
は
経
営
者
に
あ
る
こ
と
。

場
合
に
は
、
当
該
実
施
で
き
な
か
つ
た
監
査
手
続
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二

財
務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
を
整
備
及

一

監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ

び
運
用
す
る
責
任
は
経
営
者
に
あ
る
こ
と
。

れ
た
旨

二

監
査
の
基
準
は
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
財
務
諸

表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
か
ど
う
か
の
合
理
的
な
保
証
を
得
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
こ
と
。

三

監
査
は
試
査
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

監
査
は
経
営
者
が
採
用
し
た
会
計
方
針
及
び
そ
の
適
用
方
法
並
び
に
経
営

者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
見
積
り
の
評
価
も
含
め
全
体
と
し
て
の
財
務
諸
表
等

の
表
示
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
。

五

監
査
の
結
果
と
し
て
意
見
表
明
の
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を
得
た
こ
と

４

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

（
新
設
）

の
責
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
独
立
の
立
場
か

ら
財
務
諸
表
等
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

二

監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ

れ
た
旨

三

監
査
の
基
準
は
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
財
務
諸

表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
か
ど
う
か
の
合
理
的
な
保
証
を
得
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
こ
と
。

四

監
査
は
財
務
諸
表
項
目
に
関
す
る
監
査
証
拠
を
得
る
た
め
の
手
続
を
含
む
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こ
と
。

五

監
査
は
経
営
者
が
採
用
し
た
会
計
方
針
及
び
そ
の
適
用
方
法
並
び
に
経
営

者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
見
積
り
の
評
価
も
含
め
全
体
と
し
て
財
務
諸
表
等
の

表
示
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
。

六

監
査
手
続
の
選
択
及
び
適
用
は
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
の
判
断
に
よ
る
こ
と
。

七

財
務
諸
表
監
査
の
目
的
は
、
内
部
統
制
の
有
効
性
に
つ
い
て
意
見
を
表
明

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

八

監
査
の
結
果
と
し
て
入
手
し
た
監
査
証
拠
が
意
見
表
明
の
基
礎
を
与
え
る

十
分
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
意
見
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に

４

第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
意
見
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸

二

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸

表
等
が
、
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の

表
等
が
、
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の

基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度
の
財
政
状
態
、
経

基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度
の
財
政
状
態
、
経

営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い

営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い

て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
並
び
に
除
外
事
項
及
び
当
該
除

て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
並
び
に
除
外
事
項
及
び
当
該
除

外
事
項
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響
又
は
実
施
で
き
な
か
つ
た

外
事
項
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響
又
は
重
要
な
監
査
手
続
が

重
要
な
監
査
手
続
及
び
当
該
事
実
が
影
響
す
る
事
項

実
施
で
き
な
か
つ
た
事
実
が
影
響
す
る
事
項

三

（
略
）

三

（
略
）

６

第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
二
十
七

５

第
一
項
第
一
号
ニ
に
定
め
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
二
十
七

又
は
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
に
係
る
事

又
は
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
に
係
る
事

項
及
び
会
計
方
針
の
変
更
、
重
要
な
偶
発
事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
等
で
、
監

項
及
び
正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
、
重
要
な
偶
発
事
象
、
重
要
な
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査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
強
調
し
、
又
は
説
明
す
る
こ
と

後
発
事
象
等
で
、
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
説
明
又
は

が
適
当
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て
区
分
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

強
調
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

６
～

(

略)
14

13

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー

15

14

手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
ニ
に
定
め
る
意

手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
第

見
を
表
明
す
る
た
め
の
基
礎
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
若
し
く
は
同
項
第
二
号

二
号
ハ
に
定
め
る
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を
得
ら
れ
な
か
つ

ハ
に
定
め
る
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
場

た
場
合
又
は
第
三
号
ハ
に
定
め
る
結
論
の
表
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項

合
又
は
同
項
第
三
号
ハ
に
定
め
る
結
論
の
表
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
第
二
号
ハ
の
意
見
又
は
第

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ニ
若
し
く
は
第
二
号
ハ
の
意
見
又
は
同

三
号
ハ
の
結
論
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
監
査
報
告
書
若
し
く
は

項
第
三
号
ハ
の
結
論
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
監
査
報
告
書
若
し

中
間
監
査
報
告
書
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
は
中
間
監
査
報
告
書
又
は
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸

（
新
設
）

16
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

一

指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の

二
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
同
一
で
あ
る
場
合

国
際
会
計
基
準

二

指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
と
異
な
る
場
合

指
定
国
際
会
計

基
準
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前
項
の
規
定
は
、
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
が
指
定
国

（
新
設
）

17
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に
第
五
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ハ
並
び
に
第
八
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
財
務
諸
表
等
の
作
成

基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
項
の
規
定
は
、
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ
た
四
半
期
財
務
諸

（
新
設
）

18
表
等
が
指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に

第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企

業
会
計
の
基
準
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
第
十
三
項

に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
作
成
基

準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



○ 財 務 諸 表 等 の 監 査 証 明 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 三 十 二 年 大 蔵 省 令 第 十 二 号 ） 
  

改  正  案 現     行 
第一号様式 

監  査  概  要  書（表紙） 

（略） 

監   査   概   要   書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 監査の実施状況等(6) 

  １ 監査の実施状況(7) 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

小計   

審査担当者   

合計   

２～５ （略） 

（記載上の注意） 

（１）～（６） （略） 

（７） 監査の実施状況 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 「従事者の内訳」中「審査担当者」には、監査証明業務に係る審査を行う者の

人数及び従事日数又は時間数を記載すること。 

ｄ・ｅ （略） 

（８）～（10） （略） 

第一号様式 

監  査  概  要  書（表紙） 

（略） 

監   査   概   要   書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 監査の実施状況等(6) 

  １ 監査の実施状況(7) 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

（新設）   

（新設）   

計   

２～５ （略） 

（記載上の注意） 

（１）～（６） （略） 

（７） 監査の実施状況 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

ｃ・ｄ （略） 

（８）～（10） （略） 



 

改  正  案 現     行 

第二号様式 

中  間  監  査  概  要  書（表紙） 

（略） 

中  間  監  査  概  要  書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 中間監査の実施状況等 

  １ 中間監査の実施状況 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

小計   

審査担当者   

合計   

２・３ （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

第二号様式 

中  間  監  査  概  要  書（表紙） 

（略） 

中  間  監  査  概  要  書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 中間監査の実施状況等 

  １ 中間監査の実施状況 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

（新設）   

（新設）   

計   

２・３ （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

改  正  案 現     行 

第四号様式 

四 半 期 レ ビ ュ ー 概 要 書（表紙） 

（略） 

四 半 期 レ ビ ュ ー 概 要 書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 四半期レビューの実施状況等 

  １ 四半期レビューの実施状況 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

小計   

審査担当者   

合計   

２・３ （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

第四号様式 

四 半 期 レ ビ ュ ー 概 要 書（表紙） 

（略） 

四 半 期 レ ビ ュ ー 概 要 書 

（略） 

 第一部 （略） 

 第二部 四半期レビューの実施状況等 

  １ 四半期レビューの実施状況 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

（新設）   

（新設）   

計   

２・３ （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

 


